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Ｓ公務（他に分類されるものを除く）及びＲサービス業（他に分類されない 

もの）のうち中分類 96 外国公務の生産物の扱いについて（案） 

 
【Ｓ公務（他に分類されるものを除く）】 

１ サービス分野の生産物分類における公務サービスに関する課題 

サービス分野の生産物分類の検討では、ＪＳＩＣの大分類Ｓ公務は検討対象とはし

ていなかったが、第 14 回研究会において、ＪＳＩＣの大分類Ｐ医療，福祉に含まれ

る検疫所、保健所、福祉事務所、児童相談所等が提供するサービスについて、これを

医療・福祉サービスと分類するのか、公務サービスとして分類するのかについて議論

があった。 

これについて、サービス分野の生産物分類では、当面の間、「保健所サービス」、「検

疫サービス」、「福祉事務所サービス」、「児童相談所サービス」等の専ら公的機関のみ

が提供するサービスについては仮設定するものとし、これらを含む生産物分類におけ

る公務サービスの扱いについては、2019 年度以降に検討を行うＪＳＩＣ大分類Ｓ公

務の生産物の検討において議論することとされた。 

 

「サービス分野の生産物分類」における専ら公的機関のみが提供するサービス

暫定分類コード 分類項目名 説明・内容例示
大分類
コード

大分類名
JSIC
小分類

48900300 9 水運施設管理サービス H 運輸業，郵便業

48900303 9C 航路標識（灯台）サービス 　航路標識（灯台）を運営し、船舶に利用させるサービス H 運輸業，郵便業 489

48900600 9 航空施設管理サービス H 運輸業，郵便業

48900603 9C 航空管制サービス 　航空管制を行うサービス H 運輸業，郵便業 489

84110300 9C 保健所サービス P 医療，福祉

84110303 9C 保健所サービス
　都道府県等に設置されている保健所が公衆衛生の向上・増進を図る
ため、各種の疾病の予防、健康管理、健康の増進、環境衛生の改善な
どを行うサービス

P 医療，福祉 841

84900300 9C 検疫サービス P 医療，福祉

84900303 9C 検疫サービス（動物検疫・植物防疫サービスを除く） 　検疫所、検疫所支所及び検疫所出張所が提供するサービス P 医療，福祉 849

84900306 1C 動物検疫・植物防疫サービス 　動物検疫所、植物防疫所及び植物検疫事務所が提供するサービス P 医療，福祉 849

85110300 9C 社会保険管理運営サービス P 医療，福祉

85110303 9C 社会保険管理運営サービス

　公的医療保険、公的年金保険、公的介護保険、任意加入年金、雇用
保険や労働者災害補償保険の運営を行うサービス。
　社会診療報酬支払基金、都道府県国民健康保険連合会や国民健康
保険中央会が行う診療報酬等の審査支払サービスは本分類に含まれ
る。

P 医療，福祉 851

85210300 9C 福祉事務所サービス P 医療，福祉

85210303 9C 福祉事務所サービス
　都道府県及び市町村（特別区を含む。）が設置している福祉事務所が
提供するサービス

P 医療，福祉 852

85399900 2 その他の児童福祉サービス P 医療，福祉

85399903 2C 児童相談所サービス
　児童福祉法（昭和22年法律第164号）に規定する児童相談所が提供す
るサービス

P 医療，福祉 853

95900300 1C 家畜保健衛生所サービス R
サービス業（他に分
類されないもの）

95900303 1C 家畜保健衛生所サービス
　家畜の伝染病予防に関する事務や家畜疾病の診断、飼養衛⽣管理の
指導などの家畜保健衛生所が提供するサービス

R
サービス業（他に分
類されないもの）

959

サービス分野の生産物分類（2019年設定）
日本標準産業分類(平成25年10月改定)

（JSIC）

（凡例）
　　１　本表において、網掛けは統合分類を、それ以外は詳細分類を示す。
　　２　「説明・内容例示」欄の○印は当該分類項目に含まれるものであり、×印は他の分類項目に含まれるものを示す。
　　３　「ＪＳＩＣ小分類」欄は、本分類と日本標準産業分類（平成25年10月改定）との対応関係について、ある生産物（詳細分類）を産出する主たる産業（ＪＳＩＣ小分類（３桁））の整理を行ったものである。
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２ ＪＳＩＣ、産業連関表、国際分類等における公務に関する分類項目の設定状況 

  
（１）ＪＳＩＣ 

ＪＳＩＣにおいて公務は、大分類Ｓ公務の下に中分類２（97 国家公務、98 地

方公務）、小分類５（971 立法機関、972 司法機関、973 行政機関、981 都道府県

機関、982 市町村機関）、細分類５（構成は小分類と同）で構成されている。 
公務の範囲について、「国又は地方公共団体の機関のうち、国会、裁判所、中央

官庁及びその地方支分部局、都道府県庁、市区役所、町村役場など本来の立法事

務、司法事務及び行政事務を行う官公署」としている。 
なお、「主に権力によらない業務を行う事業所は、一般の産業と同様にその行

う業務により、それぞれの産業に分類される」としている。（例：公営住宅、研究

機関、学校、病院） 
 

（２）産業連関表 

    産業連関表における公務は、「公務」と「準公務」の２つに区分されており、

品目において「中央」と「地方」に区分している。 
    「市場生産者」（「非金融機関」とされた機関について、その売上高が生産費用

の 50％以上であるもの）に格付けられなかった機関のうち、政府による所有又

は支配がないものは「非市場生産者（対家計民間非営利団体（★））」に格付けさ

れ、それ以外は「非市場生産者（一般政府（★★））」に格付けされている。「非市

場生産者（一般政府（★★））」については、さらに「公務」、「準公務」及び「社

会保障基金」の内訳区分を設定している。 
 
（３）国際生産物分類 

ア ＮＡＰＣＳ（北米生産物分類） 

大分類 87「行政サービス」の下の中分類、小分類、細分類、細々分類、三国間

生産物とも、「行政サービス」という１つの分類のみ設定している。 
 

イ ＣＰＡ（欧州共同体活動別生産物分類） 

大分類 O「公務及び国防、強制社会保障事業」の下に中分類１、小分類３、細

分類９、５桁分類 10、６桁分類 34 を設定している。 
５桁分類を示すと以下のとおり。 

    84.11.1 一般（総合）行政サービス 
    84.11.2 政府に対する支援サービス 
    84.12.1 医療、教育、文化サービス、その他の社会サービスの規制に関する行

政サービス（社会保障除く） 
    84.13.1 行政による企業活動効率化のためのサービス 
    84.21.1 外交サービス 



3 
 

    84.22.1 防衛サービス 
    84.23.1 司法及び裁判所によるサービス 
    84.24.1 治安維持及び安全に関するサービス 
    84.25.1 消防隊によるサービス 
    84.30.1 強制社会保障サービス 
  

ウ ＣＰＣ（中央生産物分類） 
一部の分類構成や名称は異なるものの、概ねＣＰＡと同じ構造となっている。 

 
３ 「公務サービス」の扱いについて 

〇 本分類は、用途の類似性による基準を指向した分類であるため、生産物を提供す

る事業所が公営か民営かを問わず、同じ用途の生産物は同一の項目に分類されるこ

とを基本としている。 
〇 これを踏まえ、生産物分類における公務サービスは、国又は地方公共団体の機関

のうち、国会、裁判所、中央官庁及びその地方支分部局、都道府県庁、市区役所、

町村役場など本来の立法事務、司法事務及び行政事務を行う官公署が提供するサー

ビスのうち、他に分類されないものとする。 
〇 なお、サービス分野の生産物分類において仮設定している「専ら公的機関のみが

提供するサービス」については、当面、原案どおり設定することとするが、2021 年

度以降の JSIC改定の検討状況を見ながら、必要に応じて見直しを行うこととする。 
〇 「公務サービス」の分類構成については、ＮＡＰＣＳ同様、統合分類及び詳細分

類をそれぞれ１つ設定することとする（注）。 
 

公務サービス 

  公務サービス 

（注） CPA 又は CPC のように、COFOG を参考としてより詳細な分類構造とすることも考えられる

が、各府省庁及び地方自治体で行われている行政サービスを①「一般行政サービス」（企画立案、立

法、法施行等）、②「医療、教育、文化、その他の社会サービスの規制に関する行政サービス」（医

療機関、教育機関等への指導・監督等）、③「行政による企業活動効率化のためのサービス」（企業

等への指導・監督等）などに区分することは困難であるため、採用しないこととした。 

   また、産業連関表では、公務部門を中央と地方に区分しているが、これは用途の違いというより

もサービスの提供者の違いと考えられることから、生産物分類では特に区分しないこととした。 
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【Ｒサービス業（他に分類されないもの）のうち中分類 96外国公務】 

 サービス分野の生産物分類の検討において、Ｒサービス業（他に分類されないもの）

のうち、中分類 96 外国公務については検討対象から除外していた。このため、Ｓ公務

の検討に際して、外国公務の生産物分類上の扱いについても整理する必要がある。 

 

１ ＪＳＩＣ、産業連関表、国際分類等における公務に関する分類項目の設定状況 

（１）ＪＳＩＣ 

ＪＳＩＣにおいて外国公務は、大分類Ｒの下に中分類１（96 外国公務）、小分

類 2（961 外国公館、969 その他の外国公務）、細分類 2（構成は小分類と同）で

構成されている。 
961 外国公館には、日本国内に駐在する外国の大使館などの公館の事業所が含

まれる。969 その他の外国公務には、日本国内に駐在する国際機関などの事業所

が含まれる。 
 

（２）産業連関表 

    産業連関表では、作成上の地理的範囲の捉え方を「国内概念」としており、我

が国に所在する外国政府の公館や外国の軍隊の活動は含まれないが、これらの事

業所との取引は、国際収支統計に計上される在日米軍や在日公館の経費等を活用

して推計されている。 
 

（３）国際生産物分類 

ア ＮＡＰＣＳ（北米生産物分類） 

ＮＡＰＣＳでは、外国公務に関する生産物は特に設定されていない。 
（注）大分類 87「行政サービス」に外国公務が含まれる可能性はあるが、現時点で確認できてい

ない。 

 

イ ＣＰＡ（欧州共同体活動別生産物分類） 

大分類Ｕ「治外法権機関及び団体によるサービス」が設定されており、その下

の中分類、小分類、細分類、５桁分類、６桁分類にも同名の分類が１つずつ設定

されている。 
  

ウ ＣＰＣ（中央生産物分類） 
大分類９「地域的、社会的及び個人的サービス」の中分類 99「治外法権を有す

る組織及び団体によるサービス」（注）が設定されており、小分類、細分類、細々

分類にも同名の分類が１つずつ設定されている。 
（注）CPA 及び CPC とも原文の名称は「Services provided by extraterritorial organizations and 

bodies」である。 
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２ 外国公務の扱いについて 

外国公館や国際機関等の事業所は、SNA 及び産業連関表では地理的範囲の対

象外として扱われ、また、経済センサスにおいても調査対象外とされているが、

CPA 及び CPC では「治外法権機関及び団体によるサービス」等として設定され

ていることを踏まえ、我が国の生産物分類では、国際比較可能性を考慮し、以下

のとおり、外国公務に係る生産物を設定する。 
 

外国公務サービス 

  外国公務サービス 

 

 



大分類

分類番号
（中・小・細）

分類項目名 分類項目名（案） 定義・内容例示 備考 初出コード

97 国家公務 9 公務サービス

971 立法機関 9 公務サービス

　国の機関のうち、国会、裁判所、中央官庁及びその地方
支分部局など本来の立法事務、司法事務及び行政事務を
行う官公署が提供するサービスのうち、他に分類されない
もの

9711 立法機関

972 司法機関

9721 司法機関

973 行政機関

9731 行政機関

98 地方公務

981 都道府県機関

9811 都道府県機関

982 市町村機関

9821 市町村機関

96 外国公務 9 外国公務サービス

961 外国公館 9 外国公務サービス
　日本国内に駐在する外国政府及び国際機関などの事業
所が提供するサービスのうち、他に分類されないもの

9611 外国公館

969 その他の外国公務

9699 その他の外国公務

産業別生産物分類リスト【別紙様式２】

日本標準産業分類（平成25年10月改
正）（ＪＳＩＣ）

生産物リスト

分類コード

Ｓ公務、Ｒサービス業（他に分類されないもの）のうち中分類96外国公務
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